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一
一
雑
報
一
一

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
二
年
二
月
二
日
(
金
)
午
前
一

O
時
よ
り
午
後
五
時

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
都
市
形
成
に
お
け
る
法
と
政
治
L

今
回
の
法
学
会
で
は
、
右
の
テ
l
マ
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
企
画
さ
れ
、

以
下
の
三
本
の
報
告
と
そ
れ
を
受
け
た
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

「
札
幌
の
借
地
、
日
本
の
借
地
s
l
|
都
市
の
成
長
と
土
地
所
有
・
土
地

賃
貸
借
の
変
化
|
|
」

報

告

者

瀬

川

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

借
地
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
外
国
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
日
本
に
は

非
常
に
多
い
と
か
、
日
本
で
も
以
前
は
多
か
っ
た
が
近
時
少
な
く
な
っ
て

い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
日
本
に
多
い
の
か
、
ま
た
、

か
つ
て
多
く
現
在
減
少
し
て
い
る
の
か
。

札
幌
を
は
じ
め
と
し
て
北
海
道
の
都
市
は
、
戦
前
に
借
地
の
著
し
く
多

信

久

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
明
治
初
年
か
ら
今
日
ま
で
の
札
幌
の
土

地
所
有
・
土
地
利
用
関
係
の
実
態
を
、
統
計
的
デ
l
タ
等
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
、
そ
の
結
果
を
、
他
の
都
市
と
比
較
し
な
が
ら
、
大
量
の
借
地
が

っ
く
り
だ
さ
れ
た
社
会
的
・
経
済
的
条
件
を
析
出
し
た
。
そ
れ
は
、
①
収

取
で
き
る
地
代
額
に
対
し
売
買
地
価
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
、
②
土
地
保
有

の
税
負
担
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
、
③
土
地
取
得
の
た
め
の
金
融
が
な
か
っ

た
こ
と
(
金
利
が
高
か
っ
た
こ
と
)
の
三
つ
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
の

始
ま
る
昭
和
三

0
年
代
後
半
か
ら
こ
れ
ら
の
条
件
が
崩
れ
は
じ
め
、
新
規

の
借
地
が
供
給
さ
れ
な
く
な
り
、
今
回
の
倍
地
法
改
正
に
連
な
る
状
況
が

生
れ
た
の
で
あ
る
。

討
論
で
は
、
借
地
法
の
規
制
が
都
市
計
画
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
か
、
右
の
三
つ
の
条
件
で
日
本
の
借
地
関
係
を
十
分
整
合

的
に
説
明
で
き
る
か
、
等
が
議
論
さ
れ
た
。

な
お
、
本
報
告
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
瀬
川
信
久
「
札
幌
の
借

地

(
1
)
(
2
)
」
本
誌
三
九
巻
五
・
六
合
併
号
上
巻
、
本
号
を
参
照
さ
れ

た
し
。
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幸R

「
戦
間
期
ウ
ィ
ー
ン
の
住
宅
政
策
」
報
告
者
(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
市
が
、
戦
闘
期
の
一

0
年
間
に
約
六
万
戸

の
市
営
住
宅
を
建
設
し
、
世
界
最
多
の
実
績
を
あ
げ
た
こ
と
は
比
較
的
よ

く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
知
る
機

会
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。

元
来
ウ
ィ
ー
ン
市
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
首
都
と
し
て
一
九
世
紀
後

半
以
降
急
速
に
人
口
が
増
加
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
住
宅
供
給
が
遅
れ
、

悪
名
高
い
パ
ツ
セ
ナ
・
ハ
ウ
ス
(
水
道
・
便
所
の
共
同
利
用
住
宅
)
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
住
宅
事
情
は
と
り
わ
げ
低
所
得
層
に
と
っ
て
劣
悪
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
第
一
次
大
戦
と
そ
の
後
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
崩

壊
は
、
新
規
住
宅
建
設
の
停
止
と
新
た
な
人
口
移
動
と
に
よ
っ
て
住
宅
問

題
を
一
層
深
刻
な
ら
し
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
と
社
会
民
主
党
を
中

心
と
す
る
新
共
和
国
の
挙
国
一
致
政
権
は
、
戦
中
に
導
入
さ
れ
た
借
家
人

保
護
政
策
(
家
賃
引
上
げ
制
限
及
び
家
、
主
に
よ
る
解
約
制
限
)
を
戦
後
も

継
承
し
て
、
一
九
二
二
年
に
「
家
賃
法
」
を
一
度
は
定
め
た
が
、
社
民
党

が
下
野
し
て
後
は
、
全
国
次
元
で
の
借
家
人
保
護
は
徐
々
に
弱
め
ら
れ
て

行
く
。

回

晃

口

雑

こ
れ
に
対
し
、
ウ
ィ
ー
ン
市
で
は
市
議
会
の
三
分
の
ニ
を
制
し
た
社
民 氏

党
が
独
自
の
住
宅
政
策
を
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
市
政
を

社
会
民
主
主
義
の
実
験
の
場
と
す
る
、
と
い
う
い
き
ご
み
を
以
っ
て
進
め

ら
れ
た
、
財
政
改
革
、
教
育
改
革
、
社
会
福
祉
改
革
等
一
連
の
諸
改
革
と

連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
就
中
、
二
二
年
ウ
ィ
ー
ン
市
が
州
に
昇
格
し
て

独
自
の
立
法
権
と
課
税
権
を
得
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
政
策
で
あ
っ

た。

北法41(2・340)850

当
初
は
社
会
民
主
党
市
政
は
、
借
家
人
保
護
を
徹
底
す
る
一
方
で
、
共

同
組
合
方
式
も
含
む
民
間
の
住
宅
建
設
の
援
助
・
促
進
に
力
点
を
置
い
た

が
、
焼
石
に
水
の
上
、
貧
困
層
に
多
い
転
借
入
の
地
位
は
却
っ
て
弱
体
化

す
る
始
末
で
あ
っ
て
、
結
局
、
市
自
ら
住
宅
建
設
に
の
り
出
す
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

計
画
の
概
要
は
、
二
=
一
年
に
立
て
ら
れ
た
第
一
期
分
に
つ
い
て
は
二
五

0
0
0戸
で
、
以
下
、
三
三
年
の
第
四
期
分
ま
で
総
計
六
三

0
0
0戸
の

建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

計
画
実
現
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
の
は
財
源
問
題
で
あ
っ
た
。
野
党
が

従
来
通
り
の
借
款
方
式
を
唱
え
た
の
に
対
し
、
社
民
党
の
財
務
担
当
助
役

ブ
ラ
イ
ト
ナ

l
が
実
施
し
た
の
は
「
住
宅
建
設
税
」
と
呼
ば
れ
る
新
税
の

導
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
市
営
住
宅
建
設
の
為
の
純
然
た
る
目
的
税
で
あ

り
、
又
、
借
家
人
全
て
に
課
し
は
す
る
も
の
の
、
例
え
ば
上
層

0
・
五
%

の
市
民
が
総
額
の
四
五
%
を
負
担
す
る
な
ど
、
厳
し
い
累
進
制
に
基
づ
く



も
の
で
あ
っ
た
。

北海道大学法学部法学会記事

用
地
取
得
に
あ
た
っ
て
は
、
収
容
法
に
は
頼
ら
ず
、
土
地
値
上
が
り
利

益
税
等
の
税
制
上
の
措
置
で
地
価
を
鎮
静
さ
せ
た
上
で
購
入
に
つ
と
め
、

二
九
年
ま
で
に
市
の
宅
地
の
約
四
分
の
一
に
あ
た
る
二
四
八

O
O
ヘ
ク

タ
ー
ル
が
市
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。

住
宅
の
形
態
は
、
土
地
面
積
や
緊
急
性
に
鑑
み
、
田
園
都
市
方
式
で
は

な
く
、
集
合
住
宅
方
式
が
採
用
さ
れ
、
名
高
い
カ

l
ル
・
マ
ル
ク
ス
・
ホ

l

フ
の
よ
う
に
一
千
戸
を
越
え
る
大
規
模
な
も
の
も
作
ら
れ
た
。
住
居
の
規

模
は
、
最
多
が
三
八
平
米
タ
イ
プ
と
狭
い
が
、
水
道
・
ガ
ス
・
電
気
の
設

備
と
水
洗
ト
イ
レ
が
各
一
戸
に
つ
い
て
い
る
点
は
画
期
的
と
さ
れ
た
し
、
建

蔽
率
を
下
げ
て
聞
に
緑
地
を
多
く
と
っ
て
採
光
・
通
気
に
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
る
。
又
、
三

O
O戸
以
上
の
集
合
住
宅
で
は
、
機
械
化
さ
れ
た
共
同

洗
濯
場
、
共
同
浴
場
、
幼
稚
園
や
学
童
保
育
所
、
プ
ー
ル
、
病
院
、
図
書

館
、
映
画
館
兼
集
会
所
、
生
協
、
母
親
相
談
所
等
の
共
同
施
設
が
付
設
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
ウ
ィ
ー
ン
市
営
住
宅
の
特
色
を
見
る
人
も
多
い
。

入
居
条
件
は
点
数
化
さ
れ
た
緊
急
度
が
最
重
要
視
さ
れ
、
緊
急
度
の
高

い
家
族
が
優
先
さ
れ
た
が
、
社
民
党
員
が
多
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
家

賃
に
つ
い
て
は
建
設
コ
ス
ト
を
度
外
視
し
て
、
入
居
者
の
収
入
の
約
四
%

と
い
う
低
い
水
準
が
維
持
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
市
営
住
宅
建
設
の
実
績
は
、
三
四
年
二
月
の
内
戦
で
社
会
民

主
党
市
政
が
倒
さ
れ
て
頓
挫
す
る
ま
で
に
六

ヲ
匂
。

一
七
五
戸
と
な
っ
て
い

戦
間
期
ウ
ィ
ー
ン
の
住
宅
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
意
味
付
け
や

評
価
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
土
地
・
住
宅
政
策
と
し
て
嘗
て
実
際
に

行
わ
れ
た
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
重
要
性
は
何
人
も
否
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

「
都
市
形
成
に
お
け
る
受
益
と
負
担
」報
告
者

部

泰

(
神
戸
大
学
法
学
部
教
授
)

報
告
は
、
大
き
く
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
都
市
形
成

に
か
か
る
費
用
の
負
担
と
受
益
(
地
価
上
昇
)
の
吸
収
に
関
す
る
わ
が
国

の
現
行
制
度
の
問
題
点
が
検
討
さ
れ
た
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

は
、
受
益
者
負
担
金
、
開
発
指
導
要
綱
、
区
画
整
理
に
お
け
る
減
歩
と
清

算
金
、
建
築
協
定
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
負
担
と
受
益
の

関
係
は
本
来
は
位
認
白

E
s
r巾
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
わ
が
国
の
現
行

シ
ス
テ
ム
は

g
w巾
白
ロ
己

g
r巾
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
根
本
に
は
開
発

自
由
の
原
則
が
あ
る
、
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

次
に
、
比
較
法
的
な
考
察
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
具
体
的
検
討
の
対
象

に
な
っ
た
の
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
計
画
な
け
れ
ば
開
発
な
し
」
の

阿

隆

氏

北法41(2・341)851 
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法
制
度
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
・
ゾ

1
ニ
ン
グ
の
経
験
、
フ
ラ

ン
ス
の
先
買
権
を
活
用
し
た
り
ゾ

l
ト
開
発
(
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
・
ル
シ
ヨ

ン
)
の
経
験
、
台
湾
の
平
均
地
権
制
度
、
韓
国
で
最
近
成
立
し
た
土
地
公

概
念
関
連
法
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
の
合
理
的
な

法
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
提
言
が
行
な
わ
れ
た
。
目
指
さ
れ
る
べ
き
は
、
公

平
な
負
担
を
目
標
に
、
あ
め
と
む
ち
を
適
切
に
利
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
ま
た
、
財
産
権
は
保
障
し
、
か
っ
、
財
産
所
有
者
に
一
般
財
源
で

付
加
価
値
を
つ
け
る
こ
と
が
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
開
発
権
(
益
)
の
所
有
者
帰
属
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
行
制

度
の
最
大
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
制
度
設
計
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
土
全
般
に
わ
た
っ

て
開
発
自
由
の
原
則
を
制
限
し
、
土
地
の
現
状
利
用
に
沿
っ
た
通
常
の
利

用
の
み
を
保
障
し
た
上
で
、
開
発
は
、
適
切
な
開
発
計
画
に
従
い
、
開
発

負
担
金
を
適
切
に
納
入
し
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
と
す
べ
き
だ
、
と
い
う

の
が
、
報
告
に
お
け
る
提
言
の
中
心
で
あ
っ
た
。

な
お
、
以
上
の
報
告
に
関
し
て
は
、
阿
部
泰
隆
司
国
土
開
発
と
環
境
保

全
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
)
第
一
部
第
一
・
二
章
、
同
「
開
発
権

(
益
)
を
所
有
者
か
ら
公
共
の
手
に
|
|
土
地
問
題
解
決
の
鍵
は
開
発
権

の
公
有
化
だ
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
三
巻
四
号
ご
九
九

O
年
)
が
参
考
に

雑

な
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

北法41(2・342)852

(
文
責

吉
田
克
己
)

O
平
成
二
年
四
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
1

四
時

「
領
域
主
権
と
国
際
通
貨
金
融
体
制

-
社
会
科
学
の
基
盤
の
変
化
」報
告
者

野

和

氏

(
北
海
道
大
学
教
授
)

出

席

者

二

八

名

本
報
告
は
、
一
九
七

0
年
代
以
降
の
資
本
移
動
や
直
接
投
資
の
自
由
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
実
践
可
能
状
態
の
出
現
が
「
国
際
」
秩
序
を
揺

さ
ぶ
っ
て
お
り
、
経
済
、
政
治
、
法
律
分
野
の
学
問
の
分
業
態
勢
を
含
め

伝
統
的
な
領
域
的
主
権
概
念
に
基
づ
い
た
対
応
の
継
続
が
混
乱
を
増
幅
し

て
い
る
と
し
て
、
主
権
概
念
の
妥
当
性
に
疑
問
を
投
げ
続
け
て
き
た
報
告

者
が
、
通
貨
主
権
に
焦
点
を
当
て
て
問
題
点
を
指
摘
し
、
将
来
の
世
界
の

姿
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

明

曽

第
二
次
大
戦
後
の
ガ
ッ
ト
及
び
I
M
F
体
制
は
、
国
家
間
の
経
済
交
流

の
中
心
に
物
の
交
易
を
想
定
し
て
発
足
し
た
が
、
経
済
活
動
に
お
け
る
国

境
を
越
え
た
相
互
浸
透
状
況
の
出
現
は
、
そ
の
前
提
基
盤
を
変
え
て
い
る
。

国
際
通
貨
制
度
か
ら
の
金
の
失
権
及
び
国
際
基
軸
通
貨
の
制
度
的
消
滅
と



変
動
相
場
制
へ
の
移
行
は
、
世
界
市
場
に
お
け
る
自
由
な
資
本
移
動
を
さ

ら
に
推
進
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
国
の
通
貨
当
局
は
少
な
く
と
も
協
調

に
よ
り
マ
ネ

1
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
む
金
融
政
策
に
つ
い
て
の
国
家
主

権
は
守
り
う
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
貿
易
中
心
時
代
に
お
け
る

為
替
レ

l
ト
及
び
国
際
収
支
算
定
基
準
を
支
え
る
発
想
も
根
強
く
存
続
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
状
の
下
で
、
銀
行
や
民
間
の
巨
大
な

短
期
流
動
資
産
は
各
国
通
貨
を
あ
た
か
も
投
機
の
対
象
の
よ
う
に
弄
び
、

変
動
相
場
制
の
下
で
は
金
に
続
き
通
貨
ま
で
が
証
券
と
同
様
に
一
種
の
商

品
と
化
し
つ
つ
あ
る
。
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さ
ら
に
世
界
的
規
模
で
の
電
子
的
資
金
移
動
の
普
及
は
、
通
貨
に
よ
る

決
済
の
必
要
性
を
薄
め
て
「
帳
簿
決
済
」
を
主
流
と
さ
せ
、
そ
の
結
果
「
支

払
」
よ
り
も
帳
簿
決
済
に
よ
る
寸
免
責
し
が
、
決
済
問
題
の
中
心
と
な
っ

て
き
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
決
済
に
使
わ
れ
る
単
位
に
は
数
多
く
あ
る

通
貨
単
位
に
代
え
て
共
通
の
非
通
貨
計
算
単
位
が
活
用
さ
れ
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
貨
の
意
義
の
稀
簿
化
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、

金
融
経
済
政
策
の
遂
行
に
不
可
欠
な
も
の
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た

国
家
に
よ
る
法
定
通
貨
の
価
値
決
定
権
能
や
、
法
定
弁
済
の
前
提
と
な
る

各
自
主
義
貫
徹
へ
の
障
害
の
発
生
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
非
通
貨
単
位

の
帳
簿
決
済
へ
の
活
用
は
、
同
時
に
国
際
流
動
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必

ず
し
も
各
国
通
貨
当
局
に
よ
っ
て
行
い
え
な
く
な
っ
た
状
況
の
出
現
を
も

意
味
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
通
貨
主
権
の
存
続
を
狙
お
う
と
す
る
場
合
で
も
、
資
本
あ

る
い
は
金
融
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
国
単
位
の

法
定
通
貨
制
度
の
維
持
や
通
貨
金
融
政
策
の
発
現
で
あ
る
規
制
を
緩
和
し

て
「
国
際
」
協
調
に
よ
る
共
通
し
た
規
制
を
強
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

は
必
然
で
あ
ろ
う
。
金
融
機
関
の
自
己
資
本
比
率
規
制
へ
の
合
意
や
流
動

性
資
産
比
率
確
立
の
検
討
等
の
流
れ
が
そ
れ
で
あ
る
。
】

CE--持
さ

れ

て
い
た
こ
れ
ま
で
の
秩
序
か
ら
門

E
o
s
-一
目
さ
れ
た
秩
序
へ
の
移
行
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
規
制
強
化
の
葛
藤
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
流
れ
は
、
た
と
え
ば
電
子
的
資
金
移
動
が
国
際
決
済
と
圏
内
決
済
の

区
別
を
困
難
に
し
つ
つ
あ
る
現
状
か
ら
眺
め
て
も
、
い
ず
れ
は
「
国
際
L

秩
序
を
越
え
た
白

E
巴
。
ロ
包
な
ル

l
ル
へ
と
さ
ら
に
向
か
わ
ざ
る
を
え

な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

E
C
の
一
九
九
二
年
統
合
へ
の
動
き
に
お

い
て
は
共
通
通
貨
構
想
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
貨
主
権
が
も
は
や

有
効
に
機
能
せ
ず
真
の
国
際
的
価
値
基
準
と
し
て
の
「
通
貨
」
が
不
在
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
世
界
の
現
実
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
の
実
態
に

対
応
し
た
超
国
家
的
な
通
貨
制
度
の
創
出
を
も
促
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ〉フ。
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